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学校だより 
阿久比町立草木小学校 

 
「暑さ、本番！」 

                                                         校長 森岡 千香子 

６月が終わり、７月に入りました。これからどんどん暑さも本格的になっていきますね。

１学期もあとわずかとなります。時が過ぎていくのは早いものです。学校では、６月後半

から水泳の学習が始まりました。プールから聞こえる子どもたちの歓声が暑さを忘れさせ

てくれるようです。水温や気温の状況に加えて、子どもたちの体調をし

っかり確認しながら実施しています。水に慣れること、水に浮いてけの

びができること、バタ足をすること、息継ぎをしてクロールで泳ぐこと

など、それぞれの学年の目標を基に学習を進めます。ご家庭でもお子様

の体調を見ていただけると助かります。よろしくお願いします。 

さて、６月７日の授業参観に併せて行った大地震発生時の引き渡し訓練には、多くの保

護者の方のご参加をいただきました。お忙しい中、ありがとうございました。令和６年元

旦に能登半島での大地震が発生したことは、記憶に新しいところです。地震はいつ発生す

るのか分からないということは分かっていても、まさか元旦に起きるとは、という思いで

した。この東海地方にもいずれ大地震が起きると予想されています。そんな中、今自分た

ちにできることは何だろうかと考えてしまいます。先日も、緊急地震速報のテスト放送が

あり、シェイクアウト訓練（地震の際にとるべき安全確保行動のことで「まず低く、頭を

守り、動かない」という訓練のことです。）を行いました。授業中ではありましたが、ど

の子も真剣に取り組んでいました。非常時対策の見直し、防災グッズの確認など、ご家庭

でもぜひお子様と一緒に取り組んでみてはいかがでしょうか。 

６月１２日・１３日に、６年生が修学旅行に出かけました。天候にも恵まれ、思い出に残

る宿泊行事となりました。ホームページでも２日間の様子はお伝えしましたが、６年生の

子どもたちの見学をする態度には、本当に感心しました。見学地で知ったことをメモした

り、説明に耳を傾けたりする様子には「さすが６年生！」と思いました。事前に調べてい

った内容もあったかと思いますが、やはり実際に目で見て

感じるよさもたくさんあったはずです。「絆を深めよう」

「感謝しよう」「楽しもう」の目標がすべてできていたと

思います。私にとっても素敵な思い出になりました。 

残りの１学期は、学習のまとめをしたり、生活の様子を

振り返ったりしていきます。来週には、１学期のお子様の

様子についてお話をする個人懇談会も予定しています。短

い時間ではありますが、有意義な時間になればと思ってい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

机の下にもぐって頭を守る様子(１年生) 



 

 

 

   

   

今年度から、新しく「修繕ボランティア」の方も活躍してくださっています。ボランティアの皆様、

よりよい教育環境を実現するために、今後ともご協力よろしくお願いします！ 

  

  

６年生修学旅行 

ボランティアさん、大活躍！ いつもありがとうございます！ 

『４０人でレベルアップ！作れ強い絆と最高の思い出！』 

読み聞かせ（中学年） 環境整備（草刈り） 書写（中学年） 

裁縫ボランティア（高学年） 読み聞かせ（低学年） 環境整備（修繕） 

『金閣寺』思った以上に金ピカでした 

『興福寺』中には入れませんでしたが… 

『二条城』江戸～明治の歴史を感じました 

旅館の部屋で、ハイポーズ！ 



〇７月の行事予定 ※7/1現在のものです。 

日 月 火 水 木 金 土 

 １ 

 

２ 

 

３ 

ノーメディアデー 

４ 

⑥委員会 

５ 

口座振替日 

６ 

 

７ ８ 

代表委員会 

９ 

 

１０ 

個人懇談会 

40 分 3 時間授業 

(12:25 下校) 

町ＳＣ来校 

１１ 

 

１２ 

 

１３ 

１４ １５ 

海の日 

１６ 

 

１７ 

ノーメディアデー 

１８ 

5 時間授業 

(14:35 下校) 

給食最終 

１９ 

終業式 

(10:40 下校) 

２０ 

 

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 

２８ ２９ ３０ ３１    

〇各学年７月の予定（全学年共通のものは除く） 

＜１年＞ 

水泳授業… 2(火)①②、3(水)③④、5(金)③④、 9(火)①② 

7/16(火) ALT による外国語授業(④1-2⑤1-1) 

＜２年＞ 

水泳授業… 2(火)③④、4(木)①②、9(火)③④ 

＜３年＞ 

水泳授業… 1(月)③④、 4(木)①②、 8(月)③④ 

5(金) 校外学習（午前中 デンソー阿久比製作所） 

＜４年＞ 

水泳授業… 3(水)⑤⑥、5(金)⑤⑥、9(火)⑤⑥ 

1(月) ②③ストップ温暖化教室 

＜５年＞ 

水泳授業… 2(火)①②、3(水)③④、9(火)③④ 

＜６年＞ 

水泳授業… 2(火)③④、5(金)③④、9(火)①② 

5(金) ⑥租税教室 

＜くすのき＞  水泳授業…1(月)③④、4(木)③④、8(月)③④ 

7/9(火) 中学生との特別支援学級交流会(A.M)、 8/22(木) 特別支援学級保護者交流会(A.M) 

＜水着の保管・持ち帰りについて＞ 

 水泳授業が中止となった際に水着を学校に置いて帰る場合は、安全面に配慮して、

廊下のフックにかけずに教室内のロッカー等で保管をしますが、その都度ご家庭に

持って帰っていただいても構いません。授業で使わなかった水着の取り扱いについ

て、お子さまと事前に話し合っておいてもらえると助かります。 

よろしくお願いいたしします。 

〇夏休み中の主な予定 

7/27(土) 盆踊り練習会(16:00～18:00) ※7/14・8/3 の練習会は 19:00～21:00 

8/7(水) ５年野外教育活動（～8日） 8/13(火) 草木盆踊り大会 

8/23(金) 全校出校日（9:40 頃下校予定） ※「みんなの食堂」主催夏休み学習会（日時未定） 



〇９月の行事予定 ※7/1現在のものです。 

日 月 火 水 木 金 土 

１ ２ 

始業式 

県ＳＣ来校 

３ 

4 時間授業 

給食開始 

４ 

5 時間授業 

ノーメディアデー 

５ 

⑥委員会 

６ 

5 時間授業 

口座振替日 

７ 

８ ９ 

代表委員会 

１０ 

 

 

１１ 

⑤学校保健委員会 

（4～6 年、保護者） 

１２ 

 

１３ 

 

１４ 

１５ １６ 

敬老の日 

１７ １８ 

ノーメディアデー 

１９ 

⑥クラブ 

２０ 

 

２１ 

２２ 

秋分の日 

２３ 

振替休日 

２４ ２５ 

 

２６ 

40 分授業 

児童会役員選挙 

２７ ２８ 

 

２９ ３０ 

朝会 

     

〇各学年９月の予定（全学年共通のものは除く） 

＜１年＞  

9/18(水) ④食に関する指導(1-1) 

9/19(木) ④食に関する指導(1-2) 

＜２年＞ 

 

＜３年＞ ＜４年＞ 

＜５年＞  ＜６年＞ 

＜くすのき＞ 

 

 

   

☆草木小学校ホームページ☆ 

草木小の毎日の様子をブログで発信しています。ぜひご覧ください！ 

 草木小学校で検索、または QRコードから！ 

 https://www10.schoolweb.ne.jp/weblog/index.php?id=2310258 

 

水泳授業の様子 安全面には十分配慮し、複数教員で指導しています。 

１年生、小学校初プール！ ２年生「お宝探し競争」！ ３年生「高学年プール」デビュー！ 

https://www10.schoolweb.ne.jp/weblog/index.php?id=2310258


＜草木地区コミュニティ・スクールについて＞ 

 

＜救急搬送による選定医療費について＞ 

 

 

 今年度より、草木小学校（草木地区）ではコミュニティ・スクール制度を導入しています。

コミュニティ・スクールとは、「学校運営協議会（学校職員・地域住民の皆さんで構成）を設

置して、地域住民や保護者の皆さんが教育活動に参画し、皆で子どもたちを育てていく仕組み」

のことです。また、幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子どもたちの学びを支える活

動を「地域学校協働活動」と呼びます。そして、「地域コーディネーター」が学校と地域とを

つなぐパイプ役となり、下図の中央に示したさまざまな活動を推進していきます。 

 ５月 16 日に、草木小学校にて第 1 回学校運営協議会を行いました。参加者からは、体育館

トイレの様式化や水泳授業の外部委託などについて質問が出され、よりよい学校運営のための

話し合いがなされるなど、地域と学校とが連携を深める大変よい機会となりました。 

また、昨年度に引き続き「学校支援ボランティア」（書写・裁縫・読み聞かせ・環境整備・

修繕等）の皆様にも活躍していただいています。いつも本当にありがとうございます。 

 今後とも本校の教育活動へのご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

小中学校等の管理下における負傷等で、教職員等により緊急受診が必要と

判断し救急外来を受診した際に、初診時選定療養費等が徴収される場合があ

りますのでご承知おきください。 


